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平成28年７月21日（木曜日）

午前９時56分開会

会議に付託された議案等

○環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査

○その他報告事項

・梅雨前線豪雨等による林業関係被害について

・山の日制定記念イベントについて

・梅雨前線豪雨（6/19～6/21）による農水産業

関係の被害状況について

・農水産業における試験研究の取組状況につい

て

出席委員（８人）

委 員 長 右 松 隆 央

副 委 員 長 島 田 俊 光

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 黒 木 正 一

委 員 井 上 紀代子

委 員 河 野 哲 也

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

環境森林部次長
川 野 美奈子

（ 総 括 ）

環境森林部次長
那 須 幸 義

（ 技 術 担 当 ）

部 参 事 兼
大 西 祐 二

環 境 森 林 課 長

みやざきの森林
長 友 善 和

づくり推進室長

環 境 管 理 課 長 川井田 哲 郎

循環社会推進課長 温 水 豊 生

自然環境課長補佐
阿 萬 慎 治

（ 総 括 ）

自然環境課長補佐
木 嶋 誠

（ 技 術 担 当 ）

森 林 経 営 課 長 渡  幸 一

山村・木材振興課長 下 沖 誠

み や ざ き ス ギ
三重野 裕 通

活 用 推 進 室 長

林業技術センター所長 西 山 悟

木 材 利 用 技 術
小 田 久 人

セ ン タ ー 所 長

工 事 検 査 監 甲 斐 良 一

農政水産部

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

農政水産部次長
原 田 幸 二

（ 総 括 ）

農政水産部次長
宮 下 敦 典

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
成 原 淳 一

（ 水 産 担 当 ）

畜産新生推進局長 福 嶋 幸 徳

農 政 企 画 課 長 戎 井 靖 貴

新農業戦略室長 牛 谷 良 夫

農業連携推進課長 山 本 泰 嗣

ブ ラ ン ド ・
原 拓 実

流 通 対 策 室 長

農業経営支援課長 大久津 浩

農業改良対策監 長 友 博 文

農 地 対 策 室 長 花 田 広

農 産 園 芸 課 長 甲 斐 典 男

農 村 計 画 課 長 竹 下 裕一郎

畑かん営農推進室長 山 下 恭 史

農 村 整 備 課 長 甲 斐 康 真
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水 産 政 策 課 長 田 原 健

漁業・資源管理室長 外 山 秀 樹

漁 村 振 興 課 長 田 中 宏 明

漁港整備対策監 押 川 定 生

畜 産 振 興 課 長 坊 薗 正 恒

家畜防疫対策課長 久保田 和 弘

工 事 検 査 監 吉 田 勝 己

総合農業試験場長 加勇田 誠

県立農業大学校長 後 藤 俊 一

水 産 試 験 場 長 兼 田 正 之

畜 産 試 験 場 長 西 元 俊 文

事務局職員出席者

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 原 田 一 徳

○右松委員長 ただいまから環境農林水産常任

委員会を開会いたします。

本日の委員会の日程についてであります。

日程につきましては、お手元に配付いたしま

した日程案のとおり行うこととしてよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○右松委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前９時56分休憩

午前９時59分再開

○右松委員長 委員会を再開いたします。

報告事項について説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○大坪環境森林部長 おはようございます。本

日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。

本日の報告事項につきましては、お手元の資

料にございますように、２点でございます。

１点目が、梅雨前線豪雨等による林業関係被

害、それから、２点目が、山の日制定記念イベ

ントについてでございます。

まず、１点目の林業関係被害につきましては、

私も先週、現場を回ってまいりましたけれども、

かなり厳しい状況でございました。ですから、

十分に市町村とも連携をしながら、できるだけ

早急に復旧をできるように努力をしてまいりた

いと考えております。

それから、２点目の山の日につきましては、

ことしから８月11月が祝日として制定をされま

した。そこで、本県でも、この趣旨をしっかり

啓発していこうということで、イベントを計画

したものでございます。

詳細につきましては、それぞれ担当課長が説

明をしますので、よろしくお願い申し上げます。

そのほか、お手元に、きょうは資料を何点か

添付しておりますので、冒頭、私から説明をさ

せていただきます。

まず、資料１ですが、横長になっております

資料ですけれども、国立公園満喫プロジェクト

についてであります。

環境省のほうで、外国人の国立公園利用者数

の増加を図ろうということで、今後、国立公園

の魅力を高めて、外国人観光客が長期に滞在し

たいと考えるような、いってみればナショナル

パークのようなブランド化を図りたいというこ

とでございます。

お手元、資料１にございますように、左のほ

うに背景とか課題、そして右のほうに具体的取

組というのがありますが、具体的には、右側に

ございますように、国立公園、現在、全国で32

カ所あるそうですけれども、その中の５カ所程
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度でまず先行をして、このプロジェクトを実施

したいということでございます。

全国で32カ所程度ということですので、かな

りハードルは高いと存じますけれども、本県と

しましても、県内唯一の国立公園でございます

霧島錦江湾国立公園が選定をされますように、

先般、要望書も提出したところでございます。

積極的に取り組みを進めてまいりたいと考えて

るところでございます。

それから、２点目ですが、資料２で韓国での

木材住宅セミナー─建築セミナーというもの

を、６月25日に釜山市で実施をしてまいりまし

て、私も参加してまいりました。

セミナーでは、大学でやったということもあ

りまして、建築を専攻する学生とか教授陣、さ

らには、実際に設計・施工をしている韓国の工

務店とか設計士の方々、約200名に参加していた

だきまして、最初、室内での講義ということで、

そこの５番にございますように、１から３まで

の点について具体的に御説明をした後に、４番

で実際に実習をやっていただきまして、本県か

ら持っていきました杉材を利用しまして、建て

方を２時間弱でやっていただくということをし

ました。非常に好評でした。

実は、昨年度の新規事業で、韓国向けのパン

フレットを作成するということで、これは、材

工を一体で売っていこうということで、材料の

特徴プラス建築の仕方、これを詳細に記しまし

たパンフレットをつくりまして、それを持って

行って御説明をしたところでございます。

アンケートも実施したんですが、セミナーに

ついて８割の方が満足したということでしたし、

今後、韓国で、日本のこういう木造軸組住宅が

受け入れられるだろうかということで聞きまし

たら、８割の方がマーケットとしての可能性を

感じるということでしたので、非常に強い手応

えというものを感じたところでございます。

今後、８月にはソウルでも同様のセミナーを

実施しますし、また11月にもセミナーを実施す

る予定でございます。

韓国は有望な市場ですので、今後、本県産材

を使った建築物がたくさんできるように、材工

一体型のＰＲ活動を積極的に進めてまいりたい

と考えております。

それから、本日は、自然環境課長がけがをし

まして、入院しておりまして、欠席をさせてい

ただいております。それで、代理としまして総

括補佐の阿萬と技術補佐の木嶋、両名が出席し

ておりますので、自然環境課に係るものにつき

ましては、両補佐から説明をさせていただきた

いと存じます。どうぞ、よろしくお願いいたし

ます。

○大西環境森林課長 それでは、御説明いたし

ます。

常任委員会資料の１ページをごらんください。

梅雨前線豪雨等による林業関係被害について

であります。

１の被害状況の表をごらんいただきたいと思

います。

６月の梅雨前線豪雨による被害を中心に、今

年度発生いたしました林地・治山施設、それか

ら林道施設、県有施設、これらの７月14日時点

での被害状況を取りまとめたものであります。

表の一番下の合計にありますとおり、11の市

町村50カ所で、被害額は、概算でございますけ

れども、８億1,216万1,000円となっております。

その内訳としましては、表の上のほうからに

なりますけれども、林地被害は綾町など４つの

町と諸塚村で合わせて７カ所、被害の形態は山

腹崩壊であります。
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人的被害は出ておりませんが、五ヶ瀬町の波

帰におきまして、右側のページ中段、左側の写

真にありますように、生活改善センターへの土

砂流入が発生いたしております。

これらの災害復旧につきましては、国に災害

関連緊急治山事業などによります国庫補助を申

請する予定であります。

次に、治山施設被害は、宮崎市、延岡市、そ

れと椎葉村で合わせて３カ所。これは、過去に

林地被害が発生した際に、モルタル吹きつけな

どの山腹工によりまして復旧した箇所が、再度、

被災したものであります。

災害復旧につきましては、県単独事業での対

応を予定いたしております。

次に、林道施設被害は延岡市など７つの市町

村、26路線、39カ所となっておりまして、被害

の形態は林道ののり面や路肩の崩壊であります。

林道施設におきましては、１路線で複数箇所

が被災している路線や通行どめをしている路線

がございます。

林道施設の復旧につきましては、５月までに

発生した被害については、国の災害査定が７月19

日から22日までの日程で現在、実施中でありま

す。

また、６月に発生しました被害については、

国の災害査定が９月に実施される予定でありま

す。

最後に、県有施設被害につきましては、小林

市にあります、ひなもり台県民ふれあいの森に

おきまして、落雷による給水施設の配電盤など

に被害がありましたが、県の費用負担をもちま

して、県と指定管理者である宮崎県森林林業協

会で修繕する予定でございます。

説明は以上であります。

○長友みやざきの森林づくり推進室長 委員会

資料の３ページをお開きください。

私からは、山の日制定イベントの霧島山モン

テフェス2016について、説明させていただきま

す。

１の目的ですが、平成26年５月に、国民の祝

日に関する法律が９年ぶりに改正され、８月11

日が山の日として国民の祝日に定められ、本年

度から施行されることになっております。

このため、普及啓発のためのイベントを行い、

山の日の意義である山に親しむ機会を得て、山

の恩恵に感謝するための機運の醸成を図るもの

であります。

２の主催ですが、今回のイベントは、環境省

えびの自然保護官事務所と宮崎県、鹿児島県の

３者合同で実施します。

３の協力ですが、イベント開催につきまして

は、えびの市や霧島市のほか、森林管理署や山

岳連盟など、全体で17団体が協力していただけ

ることになっております。

４の内容ですが、日程は8月11日の９時から15

時30分で、場所はえびの高原と高千穂河原の２

カ所で実施します。

イベントの構成は、自然体験プログラムとト

ークショーの２本立てとなっております。

イベントの詳しい内容につきましては、別途

お配りしております資料３のほうで説明いたし

ます。

資料３をごらんください。

今回のイベントについては、トークショーを

メーンにしており、「達人に聞いてみよう！霧島

山の楽しみ方」というテーマで、霧島山に詳し

い４名の方をお招きし、霧島山をもっと楽しむ

というコンセプトで、昆虫・植物・火山・写真

など、それぞれの専門分野から話をしていただ

くことになっております。
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なお、会場については、えびのエコミュージ

アムセンターです。

次に、裏面をごらんください。

当日、実施する自然体験プログラムの内容が

掲載されております。上段が宮崎県側のえびの

高原会場でのプログラムですが、オレンジ色表

示が屋外でのイベントで、えびの高原トレッキ

ングやクライミング体験など６プログラム、緑

色の表示が屋内でのイベントで、読み聞かせ高

原図書館やミニ昆虫標本づくりなど４プログラ

ムとなっており、子供から大人まで山の魅力を

いっぱい感じることのできる内容となっており

ます。

なお、中央上の地図に表示してありますが、

屋外イベントはピクニック広場で、屋内イベン

トはエコミュージアムセンターで、それぞれ行

います。

また、下段の鹿児島県側の高千穂河原会場で

は、音楽おもてなしや、ねったぼふるまいのほ

か、霧島市や山岳連盟による中岳中腹探勝路な

どでのトレッキングが開催されることになって

おります。

私からの説明については、以上でございます。

○右松委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

報告事項について、質疑をお願いいたします。

○黒木委員 梅雨前線豪雨による林業関係被害

についてでありますけれども、部長も、早速現

場の視察をいただいたということであります。

私も、この大雨の後、出先とかをいろいろ回っ

たんですけれども、しっかり現場の把握ができ

ていて、今後の対応をどうする予定だというよ

うなことも話がありました。担当がいないとこ

ろは後から電話がかかってきたりしたんですけ

れども、しっかりとした対応をしているなとい

うことを感じたところでしたので、感謝を申し

上げたいと思います。

それから、林業関係被害は、当然のことなが

ら、山岳地帯が中心になるわけですけれども、

農政水産部からも被害の状況報告があるんです

けれど、それを見ても、西臼杵、東臼杵、県北

の奥地が一番被害が多いなと思うんですけれど

も、県内のこの期間における総雨量はどこが一

番多かったのか、それがわかれば。

報道とか見ると、県南のほうが集中的に降っ

たんではないかというような気がするんですけ

れども、被害は県北の山岳地帯に集中している

なと思ったんですけれども。

○大坪環境森林部長 正確な数字を持っており

ませんけれども、私が現場に行った感想で申し

ますと、県北も県南もですけれど、山間部が多

く降ってたなという感じがします。

それと、県北につきましては、特に五ヶ瀬の

現場がそうなんですけれど、地震の被害とのダ

ブル影響というんですか、地震である程度地面

が揺れて、さらに集中豪雨でやられたという感

じが。しっかりとした根拠はないんですけれど

も、どうもそんな感じがしまして、五ヶ瀬の山

腹の崩落現場は、まさにそういうところですけ

れども、そのほかの場所についても、あの地震

の間接的な影響があってたのではないかという

気がいたしました。

ただ、どちらにしても、県内しっかりと、全

県的に対応してまいりたいと考えております。

○黒木委員 椎葉の災害現場に行ったときに、

これは地震の影響ですよっていう話をされて

おったもんですから。

どこか、日南とか串間のほうが集中的に豪雨

があったなと思うし、熊本に近いほうも、かな

り降ってましたけれども、そういう意味で、地
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震の影響もかなりあるのかなというような気が

いたします。

それから、観測史上、最大という時間雨量と

かが、今、頻繁に出てきておりますし、温暖化

で熱帯の天気みたいにスコールがあるような、

そんな状況がありますので、それにも対応でき

るような防災対策っていうのは、財政的になか

なか厳しい面もあると思いますけれども、災害

復旧をきちんとやっていただいて、そして、ま

たそういう対応も厳しいとは思いますが、しっ

かりしていただきたいなと思います。

次に、山の日が8月11日ということで、先ほど

報告にありましたけれども、県外でも何かある

という話も聞いたんですけれども、何かマニュ

アルみたいなものがあって、これは全国的に、

各県ごとにこういうものをやりましょうという、

そういう取り組みなんでしょうか。

○長友みやざきの森林づくり推進室長 特にマ

ニュアル等々は示されておりませんで、各県そ

れぞれ独自にイベントが組まれております。国

のほうでも、第１回の山の日全国大会というこ

とで、長野県の松本市の上高地のほうで記念式

典を開くということになっております。ほかの

県もそれぞれ、いろんなイベントが予定されて

るようです。

○大坪環境森林部長 補足して申し上げますと、

県内の市町村でも、それぞれ計画があるようで

して、例えば高千穂では、サルタフェスタとい

う夏祭りを山の日のイベントとしてするとか、

都城市では、市の美術館で山の日にちなんで、

山を題材とした作品展をするとか、あるいは、

諸塚村ではエコツアーの開催をするとか、いろ

んな計画があるようです。

ですから、全国的にも、そして県内あちこち

でも、山の日というものが積極的に周知されて

いくといいなと感じているところであります。

○黒木委員 これは、どういう範囲で呼びかけ

るというか、案内があるんでしょうか。

○長友みやざきの森林づくり推進室長 このイ

ベントのＰＲにつきましては、各団体にいろい

ろ御協力いただいております。

特にえびの市や霧島市につきましては、各家

庭へのチラシの配布とか、また、西諸県地域に

つきましては、各学校へチラシを配布しており

ます。家族での来場を促そうということで、い

ろんなＰＲを行っております。

それから、県の媒体を使ったＰＲといたしま

しては、県のホームページや広報番組、テレビ、

ラジオを使いまして、８月７日に放送されます

みやざき元気ＴＶ、こちらのほうと、ラジオの

ほうは８月10日、おはよう県庁のほうでＰＲす

るようにしております。

さらに、新聞広告を宮日新聞のほうと、県の

観光情報サイトであります旬ナビのほうにも掲

載をしております。

○黒木委員 ことしが初めてのことですから、

なかなかいきなりどうのこうのということはな

いですけれども、広く県民が、こういう意味の

日なんですよということがわかるように、しっ

かりと広報をしていただきたいと思います。

○山下委員 山の日を祝祭日に、8月11日に決め

たということで、これはいいことだと思うんで

すが、霧島のほうでジオパーク、これを霧島市

が中心になって、一生懸命やってるんですが、

それとの連携ということも取り組もうとしてる

わけですか。

○長友みやざきの森林づくり推進室長 今回の

山の日につきましても、霧島ジオパーク推進連

絡協議会のほうも、協力団体として入っていた

だいておりまして、霧島全体を盛り上げようと
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いうことで、こういうイベントをやってるとこ

ろでございます。

○山下委員 今回、世界ユネスコの認定に向け

て、一生懸命霧島市が中心になって取り組んで

きてたんですが、桜島も何か一緒にやってきた

ということで、また新たな枠組みが今から進め

られるのかなと思うんですが。我々としては、

宮崎県、鹿児島県の霧島市とも一緒になって霧

島ジオパークというのを取り組んできた経緯が

あって、できたら、ジオパークにつながるよう

な取り組みが大事かなって思うんです。トーク

ショーの中に石川徹さんもお見えになるようで

ありますので、ジオパークはえびの、都城が中

心になるんでしょうけれど、しっかりと県とし

ても連携がとれるようにしとっていただくと、

ありがたいなと思ってます。

○大坪環境森林部長 先ほど冒頭で申しました

国立公園の満喫プロジェクトもそうなんですが、

この件については、霧島錦江湾国立公園という

ことで、宮崎県側と鹿児島県側と連携して進め

てまいらなければなりません。その中で、ジオ

パークというのも大変大きな、重要な要素です

ので、一緒になって取り組んでまいりたいと考

えております。

○井上委員 梅雨前線の豪雨の関係については、

復興していくためには、どうしてもやっぱり財

政の裏づけがないとだめなので、そこは御努力

を十分いただきたいと思ってます。宮崎県、な

かなか締められてきておりましたので、本当に

それが確保できるのかというのは、大変重要な

ことだと思うので、ぜひ、その努力をお願いを

したいと思っています。

続けてですが、韓国での木造住宅建築セミナ

ーです。林活議連で随分前から、韓国にアプロ

ーチをしてきたところなんですけれど、具体的

にセミナーが開けるまでになるというのは、非

常に画期的なことだし、非常に期待してもいい

のではないかと思うんですが、韓国で木造軸組

構法というのは、地域柄を含めてですけれど、

この住宅は可能なんですか。

○三重野みやざきスギ活用推進室長 委員のほ

うから、韓国の木造住宅の市場がどうなのかと

いう御質問がございました。

手元の統計でございますと、韓国でも毎年１

万戸ぐらいの木造住宅が出てきてございます。

これは、私ども宮崎県の住宅の着工戸数が年

間6,000ぐらいでございますので、それはかなり

多い規模かなというのが一つ。

もう一つは、彼らは例えばマンションだとか

集合住宅に住むケースが多いんですが、とはい

え、もともとの伝統住宅でございます韓屋（ハ

ノク）という、日本に似た、木があらわれた構

法の家がございまして、そちらに対するあこが

れも非常に強いということがございます。

今回のアンケートで、木造住宅をどういうふ

うに評価されているかというのを見ますと、木

の質感がすごくあらわれてるといった評価もい

ただいてございますので、全部はとれないにし

ても、そういった木のよさがわかっていただけ

る韓国人の方に対して、私ども日本の木造軸組

住宅というのをしっかり売り込んでいきたいと

考えてございます。

○井上委員 私どもが行きましたときには、マ

ンションの中の一部分を木造で囲むぐらいの、

室内を少しちょっと木造にするというようなこ

とについては、興味があるというようなことと

かを聞かせていただいていたし、それから、工

務店にお伺いしたときでも、それ以上の何かが

起こるみたいなところが、ちょっと見えてこな

かったというのもあるんですが。今回、アンケ
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ートで８割の方が満足したと、このセミナーに

ついての満足度が高く、それから、マーケット

としても８割の方が認めていただけるというこ

となんですが、そのマーケットのあり方という

のは、今回だけのセミナーではなく、今後、続

けていかないといけないとは思いますが、どの

ような切り込み方ができるとお考えですか。

○三重野みやざきスギ活用推進室長 委員から

お話がございました、これからどのようにこの

関心をつないでいくのかということについてで

ございますが、まず、今回のセミナーというの

は、私どもは、入門のセミナーという位置づけ

でございまして、今回、関心を持っていただい

た、セミナーに来ていただいた方を中心に、国

内でもさらに学んでいただきたいと。宮崎に来

て、さらにその軸組を勉強したいという建築士

さんをつかまえまして、その方向けの国内セミ

ナーというのを、また年内に行う予定にしてご

ざいます。

そういった相互の交流というのを、行き来を

しながら、韓国においても、日本の木造軸組住

宅を理解し、それを建ててみたいと考える設計

士をふやしていくことで、広げていきたいとい

うことで考えてございます。

○井上委員 最後ですが、大学生の皆さん、建

築専攻の方とかを含めて、そういう意味でも、

突破口としての交流みたいなのもあっていいか

なと思って。がっちりマンデーを見たら、大工

が一番という会社で、そこがもう本当にコンセ

プトがそういうふうになってるので、東大の大

学院卒業生とか、もうとんでもない大学から、

社員を集めておられました。

本当に韓国の中で、軸組も含めて、宮崎県と

きちんと木材の交流ができるまでになっていく

のには、まだまだ時間がかかるかもしれません

が、探り続けていくということと、人的な交流

をきちんと最後までしていくというのは、大変

重要なのかなって思います。

部長が、韓国向けパンフレットをきちんと読

んでいただいていたみたいなことを言っておら

れますので、こういう努力もすごくいいのかな

と思って。ぜひ、この取り組みは続けていって

いただきたい。非常に、いろんな意味での国と

国との間のつながりの大きさにも広がっていく

可能性は高いのかなと思いました。

部長に、そのときに何をおっしゃったのかを

教えていただけたら。

○大坪環境森林部長 せっかくですので、冒頭

は韓国語で御挨拶をしましたら、とても発音が

いいと褒められました。というのは、実は、宮

崎弁のイントネーションと韓国語のイントネー

ションって、とても似てるんです。ですから、

僕が非常に宮崎なまりで韓国語らしく話をしま

したら、それがとてもよく通じたみたいで、冒

頭から何か受けがよかったんですけれども。

要は、たくさん宮崎に良質な杉材があります

ので、これを皆さんもどんどん使ってください

と。韓国では、木造住宅というのは、まだまだ

あこがれなんです。あこがれなんですが、日本

のこういう構法で、こういう材を使ってつくれ

ば現実のものになりますよということで、御説

明をしました。そして、実際に具体的な説明を

して、建て方まで体験していただいて、夜も交

流会をしました。非常に和やかな雰囲気で、次

回は宮崎でまた会いましょうというふうな別れ

方をしたような次第であります。

今回、釜山ではプギョン大学という釜山市内

にある国立大学でやったんですが、実は、その

大学だけじゃなくて、釜山近郊の４つの大学か

ら、先生や学生さんも集まっていただきました。
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非常に韓国の中で、こういう木造住宅へのあこ

がれとネットワーク、そういうものができてる

んだなということを実感しました。

このセミナーが済んでからソウルのほうに参

りまして、ソウル大学の建築の先生のお宅にも

参りました。実はこの先生、みずからＣＬＴの

木造住宅をつくりまして、自分で実証するんだ

とおっしゃってましたんで、そこを訪問して見

させていただきました。外装材は、宮崎の杉材

を使ってもらってまして、こういう住宅ができ

るんだなということで、実感してきたところで

ございます。

実際に行ってみると、いろんな芽が、韓国で

もう既に、あちこち芽生えているというんです

か、そういうことを実感しましたので、今後、

それが大きなものとして成果が出るように努力

していきたいと感じているところであります。

○右松委員長 それでは私から１点。

梅雨前線の豪雨関係ですけれども、８億1,200

万ということで、かなり大きな、甚大な被害だ

と受けとめてます。この10年ぐらいの中での推

移といいますか、これは、例年と比較して、突

出して被害状況が大きいのか、そのあたりを過

去にさかのぼって教えてもらえればと思います。

○渡森林経営課長 林道の施設災害について

だけ御説明いたしますけれども、今のところ３

億3,600万円ということでございますが、27年災

で４億9,700万円、それから26年災で４億8,000

万円程度の被害が出ております。17年災、あの

あたりが一番被害が多かったんですけれど、近

年は大体このような金額で推移をしているとこ

ろでございます。

○木嶋自然環境課長補佐（技術担当） 治山関

係の災害状況について説明させていただきます。

治山関係におきましても、17、18あたりが災

害が多くて、近年は余り災害が出てない状況で

ございました。

○外山委員 関連ですけれども、いわゆるのり

面崩壊とか、こういった災害、これは当たり前

だけれど、起きてからじゃないと手当てできな

い、予算はつかないということですね。海岸線、

沿線道路でもって周りが以前から壊れておって、

明らかにこの区間は兆候が見られても、これは、

基本的に措置はできないんですか。よほどの条

件が整えばできるんですか。

○那須環境森林部次長（技術担当） 治山事業

は、おっしゃるとおり予防ということが一番、

ベストという状態であります。

ただ、現在の日本は災害が多くて、復旧とい

うことに予算が多く費やされている状況にござ

いますが、兆候が見れるようなところにつきま

しては、県単とかで、そういった予防的な措置

というのも用意してはありまして、観測機器の

設置とか、そういう箇所については注意して見

るというような制度も開かれているところでご

ざいます。

以上でございます。

○外山委員 では、間違いない前兆があれば、

そういうことはできるはできるんですね。

というのも、壊れてからかかる費用と、事前

に防ぐための費用は、またかなり違いますもん

ね。そっちにお金を回すのが、なかなか予算、

財政上の問題で難しいんでしょうけれどね。

○大坪環境森林部長 今回、現場を回ったとき、

五ヶ瀬のスキー場に上るところ、波帰地区とい

うところが非常に大きな被害だったんですが、

そこで、現場で話を聞きましたのは、結構、治

山ダムというのが何カ所か入ってるんです。で

すから、大きな被害になってるんですけれど、

あれがあったからこのぐらいでとまったんだと
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いう説明もございましたので、そういう予防的

な観点での防災事業というのも大変大事なんだ

なというのを実感しました。

○右松委員長 報告事項についてはよろしいで

しょうか。それでは、その他で。

○外山委員 先週、自民党会派で川崎市を訪れ

まして、市長ともお会いして、市長応接室の宮

崎県産材を使ったオフィスを見てきました。市

長とも15分ぐらい話ができて、物すごく宮崎に

対して好意的です。ニュースバードという番組

でもって、御本人が、もう川崎市は、幼稚園と

か、いろんな施設に宮崎産の木材を使うんだと、

盛んに熱くテレビで語っておられた。

ですから、いろんな協定を結ばれて、少しず

つ実を結んでるんで、皆さん、機会がありまし

たら、また川崎でお会いになったら、そういう

ことでお話しされると。非常に好意的で、市長

に理解がありました。これは、報告です。

○大坪環境森林部長 ありがとうございます。

包括連携を締結しましてから、特に木材分野で

先導的な役割を果たそうということで、非常に

具体的な取り組みも、今、進めております。そ

れぞれのプロの方々と研究会をつくって、どう

やったら具体的に進むんだろうかという研究も

やってますし、また、市と県とのそういう包括

的な交流、理解促進というのもやってます。お

互いに行ったり来たりしてやっておりまして、

私が参りました際にも、多くの関係者の方が好

意的に対応していただきました。積極的にそう

いうことを進めながら、本県産材の販路拡大と

いうのを進めていきたいなと思います。ありが

とうございました。

○外山委員 皆さんの努力の結果でしょうけれ

ども、引き続きよろしくお願いします。

○島田副委員長 都市計画審議会の中で出たこ

となんですが、南海トラフ地震に対しての対策

なんですけれど、今、山の中で被害が出てます

よね。土砂崩壊になったときに、木材が流れて

きて、町の中に流れてきて、いわゆる２次災害

から３次災害になるんじゃないかということで、

やっぱりそこは山の樹木の、昔は防御帯という

のがありましたけれど、そういうようなやり方

も今後考えていかないと。東日本大震災のとき

は津波だけでよかったでしょうけれど、熊本地

震は、地震で水害が出てましたよね。そういう

のを山が２次災害、３次災害を起こすようなこ

とになるから、やっぱり山のあり方も考えてい

かないといかんのですかねということがあった

もんだから。横断的に協力し合って、一つの10

カ年計画、20カ年計画の中で、これからの山の

あり方というのもそういうふうにしないといけ

ませんねと。今回、委員会があるから、部長に

またお願いしときますというのを話したんです

けれど、今後そういうようなやり方でないと。

こういう災害が出てきて、対策も講じないう

ちにまた200ミリ降ると、やっぱり町方のほうに

流れてくるんじゃないかと思うんです。大淀川

の真ん中に広葉樹が流れてきてますけれど、そ

ういう弊害が出てくるようになってくると、誰

かがそういう責任をとらなければいけないとい

うことになってくると大変だから、やっぱりそ

れを協力し合って、山のこれからの管理も考え

ていかないかんですねということやったから、

ひとつ胸の中におさめておってもらえませんか。

○大坪環境森林部長 南海トラフの被害想定に

つきましては、私自身が危機管理局長をしてい

るときにつくりました。今回、東北の震災は、

どうしても津波が物すごく大きかったもんです

から、そちらばっかりに目が行くんですが、実

は、南海トラフっていうのは、最初に震度７と
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か震度６とか、すさまじい揺れが県内全域を襲

うわけです。その地震の被害が、まず相当なも

のになります。それにさらに津波の心配があり

ますということで、この両方に対してどういう

被害になるかということを考えて、それに対す

る備えを総合的に進めなくちゃならないという

のが、全体的な考え方でございます。

環境森林部を今担当しておりまして思います

のは、県土の76％が山林という、こういうある

意味「山の県」でございます。山を守れなかっ

たら、もう県土全体を守ることはできないわけ

ですので、そういった県土を守る原点としても、

しっかりと頑張っていきたいと思います。あり

がとうございました。

○右松委員長 ほかにありますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○右松委員長 それでは、以上をもって、環境

森林部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時39分休憩

午前10時44分再開

○右松委員長 委員会を再開いたします。

報告事項について説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○郡司農政水産部長 農政水産部でございます。

よろしくお願いします。

さて、19日に梅雨明けいたしました。ことし

の梅雨は、九州南部に停滞いたしました梅雨前

線の影響により、本県も断続的な豪雨に見舞わ

れたところであります。県北地域を中心に、農

地ののり面の崩壊や、河川氾濫に伴う土砂の流

入といった被害が出ておるところであります。

私も、先日五ヶ瀬町の災害現場を視察させて

いただきました。改めて自然の恐ろしさと、被

害の大きさを実感したところでございます。被

災された皆様に、心からのお見舞いを申し上げ

ますとともに、市町村とも連携しながら、一日

も早い復旧に向けて全力で取り組む所存でござ

います。

それでは、座って説明をさせていただきます。

委員会資料を１枚開いていただきまして、目

次をごらんいただきたいと思います。

本日は、報告事項が２つございます。

まず１つ目が、先月６月19日から６月21日に

かけての梅雨前線豪雨による被害状況をとりま

とめましたので、これにつきましては、農政企

画課長より報告をさせていただきたいと思いま

す。

それから、もう一つが、農水産業における試

験研究の取組状況についてということでござい

ます。

農政水産部の特徴の一つに、本日御報告いた

します３つの試験場を有するということがござ

います。３つの試験場で、183名の職員が日々試

験研究に取り組んでいるところであります。

私は、常々、新しい時代の扉を開くのは新し

い技術であると、そのように考えております。

また、今後の非常に厳しい競争の中にあって、

技術というものが大きな意味合いを持つのだろ

うと、そんなふうに思っているところでありま

す。その意味において、この試験場の果たすべ

き役割というのは非常に大きいんだろうと、そ

んなふうに考えております。

本日は、そのような試験場の日々の研究の一

端を委員の皆様に御説明をしたいと考えている

ところであります。どうぞよろしくお願いしま

す。
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私のほうからは、以上であります。

○戎井農政企画課長 農政企画課でございます。

委員会資料の１ページをお開きいただきたい

と思います。

６月19日から21日にかけまして起きました梅

雨前線豪雨によります農水産業関係の被害状況

について御報告申し上げます。

まず、１の農作物等の被害についてでござい

ます。

水稲、飼料作物を中心に、合計で161カ所、被

害額合計は499万2,000円となっておりまして、

備考欄にございますとおり、土砂や流木の流入、

また、冠水によるものとなってございます。

次に、今回、特に被害が集中してございます

２の農地等の被害について御説明申し上げます。

農地は、田畑ののり面崩壊及び土砂流入で275

カ所、農業用施設につきましては、ため池、頭

首工、水路、道路の崩壊で136カ所、合計で411

カ所、被害額合計でいきますと６億6,700万円と

なってございます。

被害状況につきましては、右側２ページの写

真をごらんいただきたいと思いますが、①が山

崩れに伴う農道や農地への土砂流入でございま

して、左手の五ヶ瀬町の大石につきましては、

熊本地震の際にできた山崩れが、今般の豪雨で

流されて被害が拡大したというものでございま

す。

また、②が河川氾濫に伴う水田への土砂、流

木の流入ということで、次の③につきましては、

農地ののり面崩壊に伴う土砂の流入となってご

ざいます。

このように、五ヶ瀬町など西臼杵地区を中心

に多くの被害が発生してるところでございます。

資料の１ページに戻っていただきまして、３

の水産関係の被害につきまして、御説明申し上

げます。

養殖物２カ所、公共施設１カ所の計３カ所、

合計16万円の被害となってございます。

４の被害総額につきましては、合計で６

億7,215万2,000円となってございます。

県といたしましては、早期復旧に向けまして、

技術や経営支援等の営農指導を迅速に実施して

まいりますとともに、市町村等関係機関と連携

をしながら、国の災害復旧事業の活用による農

地・農道等の復旧支援に取り組んでいるところ

でございます。

また、その後の梅雨前線による豪雨被害につ

きましても、関係機関と連携をしまして、被害

状況の的確な把握と早期復旧に努めてまいりた

いと考えてございます。

今後も、台風を初めとした風水害につきまし

ては、農水産業に甚大な影響を与える可能性が

ございますので、引き続き風水害に備えた営農

支援対策の徹底に努めてまいりたいと思います。

また、万が一被害が発生した場合には、迅速

な状況把握と早期復旧への万全な対策を講じて

まいりたいと考えてございます。

報告は、以上でございます。

○加勇田総合農業試験場長 総合農業試験場で

ございます。

委員会資料３ページをお開きください。

総合農試からは、施設野菜における産地力の

強化に向けた技術開発につきまして御説明をい

たします。

まず、１の現状・課題についてであります。

御案内のとおり、本県は全国有数の施設野菜

の産地でありますが、担い手の減少やハウスの

老朽化が進み、産地縮小が懸念されるところで

ございます。

このような中、産地では、次世代施設園芸団
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地の建設など、生産性向上に向けた機運が増大

している事例も見られ、また、消費ニーズは、

安全・安心に加え、機能性や栄養成分等への関

心が高まるなど、多様化してきております。

総合農試では、これらの現状や課題を踏まえ、

次の２、主な取り組みにありますように、生産

力の強化と販売力の強化の大きく２つの視点か

ら技術開発に取り組んでいるところでございま

す。

まず、左側の生産力の強化については、①の

ＩＣＴの活用や炭酸ガス施用など、ハウスの環

境制御関連の技術開発、また、②の宮崎方式陽

熱プラスや多成分リアルタイム診断など、効率

的な肥培管理技術の開発、③の主要な品目の病

害虫防除技術の開発などに取り組んでいるとこ

ろであります。

なお、この②の多成分リアルタイム診断でご

ざいますが、下の括弧に記載のとおり、これは、

土壌や植物体の栄養状態を現場でリアルタイム

に分析する技術でございます。

次に、右側のほう、販売力の強化であります

が、①のゴーヤやイチゴ、カラーピーマンなど、

次世代オリジナル品種の育成、②の残留農薬分

析技術の開発や高度化、③のメタボロミクスを

活用した機能性関連の技術開発等に取り組んで

おります。

メタボロミクスにつきましても、その下に記

載してございます。例えば、おいしさとかコク

といったものと相関の高い機能性成分を見つけ

出す技術でございまして、これを活用し、おい

しさ等の評価の数値化等を図っていくというも

のでございます。

総合農試では、これらの技術開発を通じまし

て、３の目指す姿にございますように、国内外

の産地間競争を勝ち抜くとともに、消費者や市

場の厚い信頼を得ることのできるマーケットイ

ンの視点に立った産地づくりを支援してまいり

たいと考えております。

２の主な取り組みの中に、アンダーラインを

引いております宮崎方式陽熱プラスと大型カラ

ーピーマンの品種育成につきましては、次の４

ページをごらんいただきまして、その概要を御

説明したいと思います。

まず、（１）の宮崎方式陽熱プラス技術であり

ますが、これは、平成25年度から27年度までの

３年間、国の事業を活用して開発した技術であ

ります。

技術の概要のフロー図をごらんいただきたい

と思います。

一番上が、従来方式の太陽熱土壌消毒であり

ますが、これは、化学農薬を使用せず、太陽エ

ネルギーで地温を高め、土壌病害虫の発生を抑

制するという技術であります。

その下が、宮崎方式太陽熱土壌消毒で、これ

は、従来方式の作業手順の見直し・改善を行っ

たものであります。さらに、これに焼酎かす濃

縮液の施用を加えたものが、宮崎方式陽熱プラ

スでございます。

陽熱プラスの効果を下に書いてございますが、

この陽熱プラスは、従来方式に比べまして、畝

立てまでの作業を太陽熱消毒前に終わらせると

いうことで、消毒後は土壌を撹拌しない、混和

しないといった作業手順であること。また、有

機物である焼酎かす濃縮液を施用するといった

ことにより、土壌環境の改善等が図られること

から、①の土壌消毒安定効果や②の肥料効果、

さらには③の経費削減効果も期待される新たな

技術でございます。

今後の展開といたしましては、本年２月に陽

熱プラスの技術マニュアルを作成し、普及セン
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ターやＪＡ等に配付したところでございまして、

今後、本技術の普及を図り、持続的安定生産の

推進に努めてまいりたいと考えております。

次に、（２）の新規需要を創出する大型カラー

ピーマン、パプリカの品種育成であります。

この研究は、平成26年度から30年度までの５

年間、国の事業を活用して、現在、取り組み中

のものでございます。

パプリカの写真がございますが、その写真の

右側に記載しておりますように、加工・業務用

ニーズが高まる中で、輸入が国内需要の９割を

占めているということでございます。

一方で、安全・安心な国産品へのニーズも高

い状況にはございますけれども、国内の栽培に

適した品種がないといった状況にございますの

で、総合農試では、本県の栽培環境に適する品

種を育成することとしたところでございます。

写真の下、取り組み状況にありますように、

現在は、赤色、黄色のものを主体に、約60の有

望系統に絞り込んでおり、本年度、場内ハウス

での生産能力試験を経まして、来年度から現地

での実証試験に移行する予定であります。

今後の展開といたしましては、平成30年度ま

でに、２ないし３品種を育成し、品種特性を生

かした販売戦略の構築や、産地育成を図ってま

いりたいと考えております。

総合農試からは、以上でございます。

○兼田水産試験場長 水産試験場でございます。

委員会資料５ページをお開きください。

水産試験場におけます最近の研究成果につき

まして御報告をさせていただきます。

日向灘海況情報提供システムによる海の天気

図の提供についてであります。

まず、１の開発の目的と経緯についてであり

ます。

本県におきましても、漁業就業者の減少や資

源の減少、魚価の低迷、燃油等の漁業経費の増

大など、大きな課題がございます。

以前は、漁業者間で共有されておりました情

報や技術がうまく伝わらないようになってきた

ことなどから、漁場を探すのに助けとなる支援

情報が求められるようになってまいりました。

また、コスト削減につながる支援情報も必要

とされております。

このため、水産試験場では、どのような操業

支援をすることができるのかを考えてまいりま

した。

どこに魚がいて、うまくとれるかどうかは、

海の状況に大きく影響されます。具体的に申し

上げますと、水温や海水の流れ、潮目といった

いわゆる海況情報についての高精度で詳細なも

のが毎日提供できるということが、よい支援に

なるものと考えました。

現状はどうであったかと申しますと、従来か

ら水産試験場が取得してまいりました調査船み

やざき丸や人工衛星、浮魚礁による各種海況情

報を電話やファクス等により、随時情報提供し

てまいりました。

しかし、例えば、調査船の観測情報は、高精

度ではありますが、時間や場所が限定されたり、

人工衛星の情報は広範囲をカバーされるものの、

雲の影響や精度が不十分であるといったように、

従来の情報にはそれぞれ一長一短がございまし

て、必ずしも漁業者にとって利用しやすいもの

ではありませんでした。

そこで、２の平成22年度から26年度にかけて

取り組みました第１期の開発のポイントであり

ます。

①から⑤まで列記しておりますが、これは、

日向灘で操業する漁船にも情報収集を手伝って
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いただき、ぱっと見て、一目でわかりやすいよ

うに集約した情報を発信しようとするものであ

ります。

右ページ、上の図を使って説明させていただ

きたいと思います。

県内漁協に所属する曳縄船５隻とまき網船３

隻に協力していただいて、必要な機器を設置し、

図中左側にありますように、水温や流向、流速

とＧＰＳによる位置情報をデータロガー、いわ

ゆる記録計に数秒ごとの情報として蓄積しまし

て、これを10分ごとに水産試験場へ電波で飛ば

すように設定をいたしました。

水産試験場では、この転送されました漁船情

報に、海上保安庁による黒潮の流れの情報や、

気象庁による海面水温の情報を加えまして画像

をつくり、日向灘の表層における総合海況情報

として、１日１回正午に更新されるような仕組

みといたしました。

この一目で見やすくした画像を情報提供する

ために、インターネット利用ができるよう所定

のコンピューターに転送いたしまして、本県漁

業者が携帯端末等で利用できるようにいたしま

した。

なお、このデータ収集から情報提供までの一

連の工程は、全自動化といたしております。

同じページの右側のページですけれども、左

下の図ををごらんください。

これは、水試のホームページや携帯サイトで

提供している水試日報の例であります。図の太

い黒線は黒潮の流れ、いわゆる黒潮流軸をあら

わしております。黒丸は、浮魚礁であります。

長さや方向の異なる多くの矢印が記載されてお

りますが、これは、協力していただいている漁

船が実際に観測した海流の向きと速さを図示し

たものであります。通常、我々が天気予報で、

テレビ等で目にいたします風の情報を海流に置

きかえて考えていただければよろしいかと思い

ます。また、色の違いは海面水温の分布を示し

たものであります。

このように、漁業者の皆さんにぱっと一目で

見て利用していただけるよう工夫をしておりま

す。

左ページに戻っていただきまして、２の（２）

海の天気図提供の成果をごらんください。

この水試日報の効果についてであります。

国の中央水産研究所との共同調査といたしま

して、県内の中型まき網漁業への波及効果の試

算を行っております。それによりますと、水試

日報をもとに漁場を推定し、実際に漁獲があっ

た場合と、条件が悪いと判断し、出漁を取りや

めた場合について、年間の役立ちぐあいを見て

みますと、少なくとも約２億円の効果があるも

のと推定いたしました。

漁業者の皆さんからも、出漁前に漁場の様子

が一目でわかり、計画が立てやすいとか、潮流

が速くて漁具を入れられないのがあらかじめわ

かるので、無駄な燃料を使わずに済むのが大変

ありがたいとの現場の声をいただいております。

３の第２期の技術開発についてでありますが、

漁業者への聞き取り等から見えてきたこととい

たしましては、日向灘では海流が速いことに加

えて変動が激しいことから、その情報提供が重

要であることがわかりました。また、荒天時に

は情報量が低下することから、継続性が求めら

れていることや、海中の深い水深域に漁具を入

れる、例えばマグロはえ縄や底びき網などの多

くの漁業種類では、３次元の水面下における情

報についてニーズがあることなどがわかりまし

た。

このように、第１期の技術開発で見えてきた
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課題を解決し、よりよい海況情報を提供するシ

ステムを開発するため、平成27年度からは第２

期の技術開発に取り組んでいるところでありま

す。

鉛直方向の３次元情報を充実させるため、漁

船に協力をお願いして、操業の際に、長いロー

プの先に自動で測定される機器を結びつけたも

のを投入して引き上げていただき、鉛直方向の

塩分や水温などのデータ取得を手伝ってもらう

など、効率的な観測方法を探るための試験に取

り組んでおります。

さらには、海面表層の流れの情報を充実させ

るため、荒天時にも影響を受けず、きめ細かな

情報取得が可能な海洋短波レーダーの導入につ

いて試験を行っているところでありまして、右

ページ、６ページの右下の写真や図にあります

ように、昨年末に簡易型実験施設を宮崎港と清

武川河口に設置させていただきまして、観測実

験を実施中であります。

今後とも、本県水産業に必要とされる技術開

発を積極的に推進してまいりたいと考えており

ます。

水産試験場は、以上であります。

○西元畜産試験場長 畜産試験場でございます。

資料の７ページをごらんください。

繁殖性向上を目的に開発いたしました機器に

ついて、御報告させていただきます。

初めに、１の目的でございますが、肉用牛の

生産基盤強化には、繁殖雌牛の増頭に加え、分

娩間隔の短縮が重要な課題と考えております。

畜産試験場では、約10年分、10万頭余りの繁

殖和牛のデータにつきまして分析を行いました

結果、分娩間隔が長い農家は人工授精をしても

受胎しないという牛側の問題よりも、観察不足

あるいは外見だけで判断してしまい、発情を見

逃してしまうなど、いわゆる畜主側の管理不足

が大きな要因であることがわかりました。

そこで、これらを踏まえ、分娩間隔の短縮に

向けた繁殖管理機器の開発に取り組みましたの

で、その概要を御報告いたします。

２の開発機器の概要ですが、畜主の発情発見

を手助けする機器の一つに牛歩という製品がご

ざいます。これは、発情期を迎えた牛の行動が

活発になりますことから、牛の歩数をパソコン

で解析することで発情を発見するというシステ

ムですが、パソコンの細かな操作が必要になる

こと、また、設置費用が高額であること等によ

り、導入は大規模農家に限定的でありました。

そこで、これらの課題を克服するために、牛

歩を手がけた企業と共同で開発したものが、牛

歩Ｌｉｔｅでございます。

下の（２）繁殖管理システムとあわせまして、

右ページで御説明をさせていただきます。

８ページをごらんください。

まず、（１）の牛歩Ｌｉｔｅでございます。上

段右の図にありますとおり、歩数計を牛の足に

装着するところは、左の牛歩と同様ですが、デ

ータはパソコンではなく、受信機を兼ねた表示

灯に送信されまして、72時間前までの歩数情報

を自動でグラフと数字により示すことで、誰で

も簡単に発情がわかるようになっております。

下の赤線の枠内に主な特徴を示しております

が、低コストで最大５頭まで同時に管理が可能

であること、パソコンの操作が要らず、取り扱

いが容易であること等から、小規模農家や高齢

農家での利用を推進してるところでございます。

次に、中段の（２）携帯端末を用いた繁殖管

理システム（繁殖アラート）についてでありま

す。

このシステムは、個体ごとの繁殖情報をスマ
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ートフォン等で簡単に管理するソフトでござい

まして、県内のシステム開発業者と共同で開発

したところでございます。

左端の図を見ていただきますと、まず、発情

予定牛や観察を要する牛、分娩予定牛など、そ

の日に注意すべき牛のリストを表示する警告画

面がスマートフォンの起動時に必ず出るように

しております。

この情報を踏まえた上で、右隣の基本画面に

移動しますと、繁殖ステージに応じて色分けが

確認できるようになっており、特に赤と黄色は

人工授精、あるいは妊娠鑑定という重要な作業

であることを示しております。

また、この画面で牛の名号を押しますと、詳

細な繁殖状況が表示され、左下の繁殖記録画面

に進みますと、最新情報の入力や過去の繁殖履

歴の確認もできるというものです。

さらに、右の囲みの主な特徴の⑤にあります

とおり、普及指導や技術員等の指導にも活用で

きるように、データの送信も可能となっており

まして、繁殖改善のコンサルティングにも利用

できるようにいたしました。

７ページに戻っていただきまして、３の普及

実績及び効果でございますが、牛歩Ｌｉｔｅに

つきましては、これまでに県内で50台、繁殖ア

ラートでは109本の普及実績となっております。

農協等がまとめて購入し、農家に導入している

という事例もございました。

牛歩Ｌｉｔｅを導入した農家のうち、繁殖成

績が確認できました15戸について調査を行いま

したところ、分娩後から受胎までの日数が約24

日短縮され、うち１年１産の目安となります分

娩後おおよそ80日以内の受胎を達成できた農家

は３戸でございました。

また、繁殖アラートを導入した農家の成績は、

確認途中でありますことから、資料にはお示し

しておりませんが、現時点で確認できました22

戸について申し上げますと、受胎までの日数が

約７日短縮され、分娩後80日までに受胎を達成

できた農家が８戸あり、牛歩Ｌｉｔｅ、繁殖ア

ラートともに分娩間隔の短縮に貢献できるもの

と考えております。

最後に、４の繁殖成績向上に向けた今後の取

り組みについてでありますが、牛が分娩する際、

難産や逆子等の異常産の場合、分娩事故につな

がることが多く、また、生まれた子牛もできる

だけ早く初乳を飲ませることが、その後の事故

を防止する上で重要であります。

そのためには、分娩介助が必要となりますが、

分娩時刻を予測することは困難でありまして、

畜主としては大きな負担になっているところで

ございます。

そこで、畜産試験場では、３つ目の丸にあり

ますとおり、監視カメラで得られた分娩前の牛

の特異的な行動を解析し、スマートフォン等に

通報するという分娩予測システムの開発に取り

組んでいるところです。

これによりまして、生まれてくる子牛の事故

を極力少なくできるとともに、畜主の労力の軽

減にもつながると考えております。

また、この取り組みは、牛の体内に器具を挿

入するということがなく、牛にストレスを与え

ずに目的を達成できるという点も、大きな特徴

であると考えているところです。

これらの機器を活用することにより、子牛生

産頭数の増加につなげてまいりたいと考えてお

ります。

畜産試験場からは、以上でございます。

○右松委員長 ありがとうございます。

執行部の説明が終了いたしました。報告事項



- 18 -

平成28年７月21日(木)

についての質疑をお願いいたします。

○図師委員 ３、４ページの宮崎方式の陽熱プ

ラスに関してなんですけれども、非常に循環型っ

ていいますか、環境にも優しいし、生産効率も

上がるということで期待はしております。

その中で、使用されます焼酎かすの濃縮液の

件なんですが、この効果が実証されていくと、

だんだんその需要も高まってこようかと思うん

ですが、これの供給体制と、あと、コスト管理

をどのようにされているのか、教えてください。

○加勇田総合農業試験場長 現在、焼酎かすの

濃縮液につきましては、アミノハッピーという

商品名で、雲海酒造さんが供給をしてるといっ

た状況でございますが、この技術自体がまだ新

しいものでございまして、製品量としてもまだ

わずかといった状況でございます。

このニーズがないと、製品化というのもなか

なかだと思っておりますので、この技術の普及

とあわせまして、生産体制といいますか、そう

いったものにつきましても、メーカーのほうと

いろいろ協議をしてまいりたいと思っていると

ころでございます。

あと、もう一点はコスト……。

○図師委員 焼酎かすの購入をした場合、どの

ぐらいのコストがかかるとか。

○加勇田総合農業試験場長 焼酎かすを購入し

た場合、施用量といたしまして、10アール当た

り１トンほどが必要となってまいります。およ

そ価格といたしましては、20リッター入り

が1,300円から1,400円ぐらいの範囲だというふ

うに伺っております。これからいきますと、10

アール当たり６万から７万ぐらいの価格になる

だろうと思っております。

○図師委員 陽熱プラスの効果の３番目にもあ

りましたが、要は経済的な削減効果があるとい

うことで、消毒効果があって、今まで使ってい

た消毒関係の費用から焼酎かすに切りかえたと

きに、コストが安くなるというふうな理解でよ

ろしいですか。

○加勇田総合農業試験場長 試験では、トマト

の促成栽培で試験をしているんですけれども、

このときの計算では、陽熱プラス、焼酎かすま

でやった分と従来の慣行栽培、クロピクを使っ

た薬剤処理の土壌消毒といったものを比べます

と、およそ３割ほど低コストになるというふう

になっております。

○図師委員 ３割も削減されるんであれば、や

はり農家さんにとっても、生産者にとっても、

すごく期待は大きいかと思いますので、冒頭言

われたとおり、まだまだ焼酎かすの生産が追い

つかない状況にもなりかねないということです

ので、宮崎は焼酎生産は全国一でありますから、

雲海さんにとどまらず、各メーカーとの連携と

いうのも図られていく計画がありますよね、ど

うですか。

○加勇田総合農業試験場長 研究自体が雲海さ

んとの共同という形でやってまいりましたので、

ほかの焼酎メーカーさんまでには波及してない

といった状況でございます。こういったＰＲを

しながら、またその製品化に向けて検討してま

いりたいと思っております。

○図師委員 続けて資料７、８ページの件でお

伺いしたいんですが、牛歩については、以前か

らも非常に注目をしておるところなんですが、

今回、またさらに小型化といいますか、少額で

その設置が可能なＬｉｔｅが開発されたという

ことなんですけれども、これは、実際に前の牛

歩と今のＬｉｔｅで比較した場合に、どれぐら

いコストが変わるんでしょうか。

○西元畜産試験場長 今回の牛歩Ｌｉｔｅにつ



- 19 -

平成28年７月21日(木)

きましては、１セットが足につける発信機を５

個つけまして、34万9,000円でございます。

牛歩になりますと、その発信機が30個ついて

おりますが、約でございますが、120万程度でご

ざいます。

○図師委員 確かに調査できる頭数は減ったに

しても、やはり小規模農家さんにとっては画期

的なシステムだと思われますし、繁殖アラート

とうまくリンクさせることによって、さらに生

産効率は上がっていくものと期待しております。

説明の中にもありましたが、ＪＡがまとめて

購入して、それを生産者のほうに貸し出してる

のか、もしくは配布してるのか、そのあたりの

状況はいかがでしょうか。

○西元畜産試験場長 ＪＡからの聞き取りによ

りますと、配布というか、生産者が無料という

ことではなくて、購入はＪＡがまとめてなんで

すけれど、取りまとめた上で農家が購入という

ことになっております。

○図師委員 個人でのというところが、まだ厳

しいところもあろうかと思いますし、ＪＡがま

とめて購入ということで、定価でおろしてるの

かどうかちょっとわかりませんが、より生産者

の方が使用しやすいような環境づくりのために、

また牛歩Ｌｉｔｅの普及に取り組んでいただけ

ればと思いますので、期待しております。

○山下委員 ４ページの陽熱プラスの取り組み

なんですが、過去、焼酎廃液の利用については、

産廃としての取り扱いに規定されまして、以前

やっていた海上投棄とか、畑にまくことがもう

禁止されてきたんですよね。宮崎県内の38酒造

関係の業者の皆さん方は、独自の処理の仕方を

今まで取り組んできたんです。そのことに対し

ては、非常にコストがかかるということで、皆

さん、悩んでおられたんです。こういう新たな

試験データを出して、消毒になるんだというこ

とであれば、適正な焼酎廃液の利用に取り組ん

でいかないと。焼酎業界ともちろん話し合いを

していかないといけない。

そして、私も何回か勉強会をやって、やっと

畜産の飼料化に向けて廃液を利用するようにし

たんですが、もう今、これを供給しようとして

も、焼酎業界がそれだけのことができるかとい

うことも、非常に厳しい状況なんです。だから、

こういう研究データを出したんだったら、適正

なその利用の仕方というのを、私は、協議して

早く進めていかないといけないと思うんですが、

その辺の問題についてはどう考えてる。

○加勇田総合農業試験場長 委員が御指摘のと

おりだと思っております。いろんな機会がござ

いますんで、連携しながら、情報提供しながら、

積極的な活用ができるように体制づくりを進め

ていきたいと思っております。

○山下委員 ぜひ、早急に有効利用に向けて取

り組んでいただきたいと思うんです。今度、霧

島酒造も25％の生産拡大の中で取り組まれるん

ですが、焼酎廃液については、全てバイオ発電

のほうで使うということで、もう取り組まれて

いるんですよね。

畜産の飼料化の中で使おうという人たちも多

いんですが、なかなか焼酎業界は、そこに出そ

うとされないんです。そのことに早く取り組ん

でいただけるとありがたいと思ってます。

それから、この試験場の中で取り組まれてる

施設野菜の研究。御案内のとおり、担い手の不

足と高齢化、そして、施設が老朽化してること、

これがもう、やはり大きな宮崎県の施設型野菜

の課題かなと思っています。

そのことで、いろいろ生産性を上げるための

こういう取り組みをしていただいてることは、
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もう本当にどんどん進めてほしいという思いな

んですが、何しろやられてるのがほとんど家族

経営体ですから、夫婦でやられる面積というの

は、もう限られてるんですよね。20アールか30

アールぐらい、企業的にやっておられるハウス

経営もあられるんですが、私は、基本的に所得

をいかに上げるか、そのための研究課題として、

人手はもう限られますから、生産力、生産率を

上げるための機械化とか、そこ辺も本当に必要

かなと思うんですが、その辺の見通しをお聞か

せいただくと、大変ありがたいと思うんですが。

○加勇田総合農業試験場長 施設園芸のいわゆ

る構造の変化への対応といったものかと考えま

すが、生産力の強化の中の、例えばハウスの環

境制御技術、こういったものも構造変化に対応

した自動化のシステムでございますんで、貢献

するのかなと思っております。

特に次世代の施設園芸あたりは、非常に大規

模な展開をされてるといったことでございます

けれども、一方で、いわゆる中小規模の大半を

占めております施設園芸農家。現在のハウスあ

たり、使えるような環境制御技術あたりも、今

後やっぱり検討していかなきゃならないのかな

と考えております。

特に炭酸ガスあたりにつきましては、そういっ

たところのハウス農家で、効率的に増収が図ら

れるような研究も進めてまいりたいと思ってる

ところでございます。

大規模なところと、それから、あと中小規模

のところとございますんで、その両方をにらみ

ながら、この自動化なり、あるいは増収技術な

りを開発していきたいと思ってるところでござ

います。

○山下委員 お願いしておきたいと思うんです

が、ハウス農家をいろいろ私たちも回って見る

と、古いのはもう40年以上たってますよね。な

かなか今、経営環境が厳しい中においては、ハ

ウスが古いから、もう諦めなんです。もうこれ

しか売り上げが出らんとよなと。屋根が低かっ

たり、今の新しい次世代のハウスとは違う環境

で園芸をされている施設型の農家というのは大

多数ですから、やはりそういう新しい施設だけ

ではなくて、もう建てかえもできない人たちの

ために生産力を上げていく。そのために何が、

試験、研究でデータとして生産力を上げること

で希望を持たせるのか。そのことの課題も大事

かなと思ってますので、そういう指導もしてく

ださい。

それから、畜産関係の中で、発情の発見器、

コムテック。私も、これがなかなか普及してい

かないこと、２分の１の事業があるのになかな

か普及しないのはなぜなのかなと。今の和牛の

生産農家の人たちも、50頭、60頭の和牛の素牛

がおる中で、もうこれでいいっちゃと、俺はこ

れぐらいの種つけでいいっちゃというような感

覚の農家が多いんです。こういうシステムを早

く、モデル的にも提供して、いい農家の実証を

やり、どんどん普及していくべきじゃないかと。

私たちも、この基本的なデータが手元にないも

んですから、なかなか説得することができない。

だから、そこ辺の取り組みを、こういうデータ

があるんだったら、ぜひ、いい農家の実例とい

うのを、いろんな場面で早めに実証していく、

説明していく、そして、農家を訪問すること、

この取り組みが一体化していかないと定着しな

いと思うんです。畜産課がきょうはお見えです

ので、そういうデータをもとに、普及していく

窓口でもあるでしょうから、そこの見解をお聞

かせいただくとありがたい。

○坊薗畜産振興課長 委員がおっしゃるとおり
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でございます。牛歩については、もう開発され

てから結構時間がかかってます。県内の普及率

を見ますと、余り多くないというのが事実でご

ざいまして、課題は何だろうということで考え

てみるんですが、一つは委員がおっしゃるよう

に、農家はやっぱり牛を見て飼わないといけな

い、自分の目を大事にできないような農家は牛

飼いすべきじゃないという、そういう考えの方

もいっぱいいらっしゃいます。それは、農協の

技術員の中でも、そういう方がいらっしゃいま

す。

もう一つは、牛歩っていうのは、２万5,000円

ぐらいで足首に万歩計をつけるんですけれども、

つけること、それから、外れたときにまたはめ

なくちゃいけないという、牛の大きな体の足に

つけるっていう作業は、少し面倒だっていう農

家の方等もいらっしゃいます。そういうことで、

なかなか普及はされてないということではある

んですけれども、今、県のほうでも畜産新生プ

ランをつくって、生産性を上げていこうと。そ

の一番の目標は、１年１産というか、分娩間隔

を短くしていこうということでしてますので、

それの有効な手段ではないかと考えてます。

それで、今回、事業等で入れた結果も出てき

ておりますので、そういう効果をしっかり農家

に示していくということも含めて、やっていき

たいと考えております。

○山下委員 課長が言われるように、やっぱり

目で見ることが一番大事なんだと、そういう思

いを持っておられる方もたくさんおられます。

前は、我が家のパソコンにデータが入ってき

て、それを見ないといけなかったんですが、も

う今度はスマホに入ってくるということですの

で。こういう和牛の繁殖農家の中で、どれだけ

の人がスマホを使ってるのかが問題だなと。

それと、指定の授精師というのがおるんです

よね。種つけをしてくれる授精師っていうのは、

大体、和牛農家ではもう決まってますから、そ

ういう授精業もしてくれる人たちとの連携が何

か。授精師の人たちに技術も伝えて、授精師の

人たちにデータが行って、どこどこの農家の牛

はもう今発情が来よるなとか、そこ辺が一緒に。

もう高齢化した人たちはそこができないわけで

すから、なかなかスマホも使えない。そこ辺の

ことまで考えていくといいのかなと思ったんで

すが、普及するためにいかがでしょうか。

○坊薗畜産振興課長 まず、牛歩Ｌｉｔｅにつ

いては、これは、農家のところに置いていて、

８ページの右上のほうに書いてあるこの画面が

出るというものでございまして、スマホに飛ぶっ

ていうことではないということでございます。

左側にあります従来のもの、これについては

連絡が行くようになりますので、これは、結構

お金がかかるもんですから、やっぱり個人個人

でするのはなかなか難しいかなということで、

集団的に何件かの農家が一緒になって、こうい

うシステムを入れて、そして、授精師に情報が

届くような仕組みづくり、これは、必要だと思っ

てます。これまでも、いろいろ農協さんとも話

をしてきておりますので、引き続きまた推進は

図っていきたいと思います。

○山下委員 最後にしたいと思いますが、これ

は、発情発見器ですよね。私も、ずっと酪農し

てきて牛を見てきた中で、発情発見と同時に、

大事なのが栄養なんです。的確に牛の発情が来

るかどうかというのは、やはり栄養度の問題や

ら、どういう飼料供給をやってるのか、これも、

飼料計算をしながらずっと見ていかないと、い

い卵はできてこないわけですから、やはり私は、

これと一体的にして、栄養度の飼料供与の状況
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とか、そこも研究していかないと。

以前、ＷＣＳが大分普及してきた中で、たん

ぱくが多過ぎるのかどうかわかりませんが、そ

れが原因で発情が来なくなったという問題意識

を持っておられる方もおられたもんですから、

あわせてそういう問題を研究していかないと、

受胎率の向上というのは望めないと思います。

ぜひ、研究してください。

○坊薗畜産振興課長 餌が足りない、食べる物

が足りなければ、当然、発情というか、繁殖性

にも影響はしてきます。そういうことで、一昨

年からですか、県内の餌の分析をいろいろ、普

及とそれからＮＯＳＡＩの先生方でやっていた

だいています。その結果、土壌の成分が十分で

はないので、その結果が餌にも移ってきて、餌

の成分が足りないんだということがわかってき

ておりますので、まずはそこの餌づくりのとこ

ろをしっかり畑をつくって、土壌をしっかりし

て、そこからつくる餌を栄養成分がいいものを

つくって食べさせていくという、そういう技術

普及を普及センターとＮＯＳＡＩ、農協等と一

緒になって進めておりますので、これとあわせ

て生産性向上、分娩、発情発見のほうも一緒に

やっていきたいと考えてます。

○井上委員 今回は、３試験場のこんな報告を

していただいたことを大変うれしく思っていま

す。それで、特に総合農試のカラーピーマンに

至っては、もう私の大好きなところで、行って

実際食べたりもしているので、これについては

すごく期待するところが大きいんです。今まで

私たちは、パプリカっていうのは、もう輸入物

しか食べてませんので、実際、自分たちの近く

の産地でパプリカが食べれるようになったら、

これは、もうとてもうれしいことだなと思って

ます。国の事業は、これは５年間なんで、この

５年間の中で成果を絶対に出さないといけない

と。杉田研究員のそういう思いも多分あると思

うんですが。

これは、見ていただいたらわかるように、加

工していくときのロスが少ないという点でも、

歩留りが多いとかも含めて、新たな産地として、

販売力の強化もそうだけれど、生産力の強化に

も非常に影響があると。今は、レインボーピー

マンとか、何かそういうふうになっていて、い

ろんな色を食べさせていただいているわけです

けれど、これは、ぜひきちんと成果が出るよう

な形で頑張っていただきたいなと思っています。

それで、カラーピーマンも、実際に私たちが

消費者として手にとるのはまだ先なのかもしれ

ませんが、そこに至るまでの間の平成29年度か

ら、現地での実証実験というのは、これは、試

験場という意味で捉えていいんですか。

○加勇田総合農業試験場長 いや、試験場の外

ということでございます。

○井上委員 これは、大体どういう範囲で、ど

のぐらいの規模でやりたいと思っておられるん

ですか。

○加勇田総合農業試験場長 28年度、本年度の

試験結果を踏まえて、検討していきたいと思っ

ております。

○井上委員 お願いをしたいのは、これは、やっ

ぱり国も期待をしていると思うし、私たち消費

者も期待しているし、宮崎県としてもこれは期

待してもいい内容だと思うので、この産地の育

成をどうしていくのかっていうのは、これは、

もう大変重要だと思うんです。

マンゴーも、売れ出してから、じゃあ、つく

りますって言って参加した人たちは多いんです

けれども、本来、カラーピーマンがどういうも

のなのかっていうことも含めて、もっと生産す
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る可能性のある人たちに、しっかり試験場も見

ていただいたほうがいいと思うんです。今の現

状から含めて、今度つくろうとされてるものが、

いかに生産、販売力の強化にもプラスになるの

かっていうのを、もっとよくアピールができな

いと、もったいないなと思ってるんです。

実際に、できたものを食べさせていただくと、

カプサイシンが強くて、それだけ食べてもむちゃ

くちゃおいしいんです。どうしてそれが商品化

というか、料理として出てこないのかっていう

こととか。全く味がなくなって、ただピーマン

という形だけで出てきて食べるよりも、カプサ

イシンの強さが健康にどれほどいいかというこ

とも含めて、もっと視点をきちんと置いた形で。

この研究は、私は物すごく期待ができて、単な

るピーマン生産県というよりも、もっと違う意

味で注目されていくようになると思うんです。

ですから、もう少しそういう意味での周りの

整備も含めてできないのか、そこを聞かせて。

試験場長さんだけじゃあいかんやろうと思うん

だけれども。ごめんなさいね。

○甲斐農産園芸課長 農産園芸課でございます。

農産園芸課としても、パプリカっていうものも

非常に期待しておるところなんですけれども、

今現在は、宮崎県では１戸しかつくっておりま

せん。

と申しますのも、なかなかやはりパプリカっ

ていうのは、赤くなったり黄色くなったりする

のに時間がかかるということで、その間に裂皮

が出たり、要するにＡ品率が落ちる、収量が落

ちるということで、なかなか収益が上がらなかっ

たということで、今、１戸という状況になって

います。

今回、試験場でこういうパプリカを開発して

くださるということで、やはり種代も安くなる

し、収量性とこういった裂皮、Ａ品率の向上が

期待できれば、新たに宮崎、今、ピーマン王国

ですけれども、パプリカも導入できると考えて

ますので、ぜひ、展示等を通じて、一般の農家

の方々にも知っていただくような努力をしてい

きたいと考えております。

○井上委員 そこがとても大事だと思うんです。

だから、売れ出して初めてつくるというのでは

なく、産地をきちんと確保しておくことができ

ないと、量的な販売ができないようじゃあ、やっ

ぱりだめだと思う。販売力が落ちると思うんで

す。

亜熱帯作物支場でつくってるライチも、実際

に今、いろんなところでつくっていただいて、

楊貴妃の何とかって言われてるぐらい、輸入物

はそういうふうな言われ方ですけれど、私は、

本当にあの色合いといい、味といい、ことしい

ただいた宮崎のライチは物すごくおいしいと思

いました。

だけれど、それもつくっていく人たちとのこ

ととか、産地をどうするとか、ライチがどんな

ふうに注目されるかという、フルーツ界ではど

んなふうな状況なのかとか、そういうのがわかっ

ていただけないので、宮崎のあのライチのよさっ

ていうのは、もっと出したほうがいいと思うん

です。

だから、そういう意味でいえば、大型カラー

ピーマンも、どう産地として確立をしていくの

かをきちんとしていかないと、30年度までに絞

り込むことはできるとしても、産地はないけれ

ど、ただこれはつくったというだけでは、問題

があると思うんです。

だから、宮崎県にはパプリカがないわけです

から、国内産物はないわけだから、それをきち

んと明示して、宮崎産であるパプリカができた
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と、国内産初ができたということを、もっとちゃ

んと認識していただいて、産地となっていただ

くようなことをきちんと考えていただきたいと、

もう切に。

今回、この資料をもらったときには、すぐマ

ークをつけました。もう本当、これは、何かちょっ

と違う感じで、ピーマンをたくさん生産する茨

城なんかとはちょっと違うわけだから。だから、

産地間の差別、区別ということを考えていただ

けたらいいなと思って。

もっと料理界にアプローチできるものができ

ている。１回食べてみてください。カプサイシ

ンのあの強さ、おいしい。あれだけでも料理の

一つになるというふうに、私は思いますけれど

ね。

○甲斐農産園芸課長 委員がおっしゃいますよ

うに、現在のパプリカというものは、８割が輸

入品でございます。ほとんどが韓国産というこ

とで、国産のパプリカというのは、非常に要望

が高いと思います。

また一方、中型カラーピーマン、今現在、西

都でつくっている。これも、３色で売って、３

色で250円ぐらいで売れるという、非常にいい点

もあると思いますので、中型カラーピーマン、

パプリカ、それぞれのいい点があると思います

ので、それぞれ今、試験場が開発してくださっ

ている物の評価をしながら、伸ばしていきたい

と思っております。

○加勇田総合農業試験場長 ありがとうござい

ます。いろいろしっかりとＰＲもしながらとい

うことでございますが、この試験研究を始める

に当たりましては、しっかり生産者方にも認識

をしていただくということで、宮崎県のピーマ

ン共計委員会─ＪＡのピーマンの生産者の方

々が参画してるものでございますが、その共計

委員会におきまして、この試験の内容等につい

て説明をして、カラーピーマン、パプリカに取

り組みますというＰＲをしているところでござ

います。

また、現地試験も今後やっていくことになっ

ておりますけれども、そのメンバーの中には、

ＪＡ尾鈴のピーマン部会にも入っていただいて

るということで、そういったところも活用しな

がら、ＰＲもしながら、産地づくりを推進して

まいりたいと思います。

あわせまして、先ほど、中型カラーピーマン

の説明もございましたけれども、平場のいわゆ

るハウスだけではなくて、中山間の夏秋物といっ

た取り組みもできるかと思いますんで、中山間

の品目としても、今後、産地拡大ができればい

いなと考えてるところでございます。

○井上委員 ぜひ頑張ってください。杉田研究

員によろしくお伝えください。

○黒木委員 海の天気図ですけれども、これは、

便益発現効果が約２億円ということですけれど、

これは、業者はスマホを利用するでしょうけれ

ども、小さい船から船団方式の大きな船団まで、

どの人たちも利用してるんでしょうか。利用率

は、どれぐらいのもんでしょうか。

○兼田水産試験場長 この情報につきましては、

本来は浮魚礁を、右の図の左下に黒丸がござい

ますが、浮魚礁情報につきましては、電話等で

従来から利用していただいておりまして、月

に2,000件程度の利用をしてきていただいており

ました。

今回は、一目で見やすい情報ということで、

上の図にございますが、曳縄船５隻、まき網船

３隻の協力で情報をとっておりますけれども、

これは、曳縄船が浮魚礁方面、いわゆる東西に

向かって走る船、まき網船は海岸線に沿って南
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北に動くということで、一応、本県の沿岸域を

最低限網羅といいますか、カバーしているよう

な情報提供をしております。

漁業者の方につきましては、ここで２億円と

書いておりますけれども、まき網船の方々、そ

れから、底びき網漁業の方々、例えば、先ほど

申し上げましたけれども、潮の状況がよくない

んで、行っても網を入れられないから無駄にな

ると、取りやめるといったことが判断できます。

平成26年までの成果を受けて、27年４月以降、

情報提供を始めましてから月に1,000件以上の利

用をいただいてるところであります。そして、

今、テレビ、ラジオ等、新聞等で、または漁業

者の集会等に出向きまして、ＰＲ活動を行って

おりまして、またさらに利用件数がふえている

ところでございます。

○黒木委員 わかりました。

きょう、報告していただきました各試験場の

いろんな取り組み状況というのは、今、県立図

書館でパネル展をやっておられますよね。いつ

までやるのかわかりませんけれども、ちょうど

夏休みに入りますから、夏休みに入って展示し

てもらうと、やっぱり子供たちが宿題をしにか

なり来ますから、非常に子供たちとの接点がで

きるんではないかなというような気がします。

それと、今、図書館で自由研究に関する本の

紹介をしてるんです。夏休みに入ると、子供よ

りも親のほうに自由研究の負担があるようです

けれども、私も聞かれることがあるんですけれ

ども、自由研究、どういうことをしたらいいだ

ろうかと。例えば、農業関係であったら、こう

いう自由研究ができますよというようなものを

展示をしていただいて、そういう取り組みを紹

介するというのも、将来の農業を担う子供たち

をつくるためにも、重要なことではないかなと

いうような気がするもんですから。試験場のパ

ネルの前に、自由研究の本が展示してあるもん

ですから、そういった取り組みというのも紹介

していただけるとありがたいかなと思ったとこ

ろでしたので、また今後検討いただければあり

がたいなと思います。

それから、先日築地の場外市場に行ったんで

すけれど、そこで沖縄の人がマンゴーを売って

おりまして、宮崎から来たと言ったら、マンゴ

ーは沖縄が本場だって言うんです。沖縄が研究

したものを、言い方は悪いですけれど、パクっ

たようなことを言うもんですから、いや、宮崎

県も、もう何十年もかけて研究してるんですよ

という話をしたところなんですが、参考のため

に、宮崎県は、おいしいマンゴーを売り出すた

めに、どれだけの期間、試験研究を続けたんで

すか。

○甲斐農産園芸課長 年はちょっと忘れたんで

すけれど、30年は超えてまして、確かに沖縄県

さんあたりは最初に勉強に行かせていただいて、

いろんな技術を教えていただいたんですけれど、

そこから新たに宮崎独自の技術を開発して、今

の状況になっております。出荷時期が、沖縄県

のほうがちょっとおくれるもんですから、宮崎、

沖縄という形で東京地区のほうには出荷してお

りますので、非常に、そこはうまくというか、

仲よくやってるというふうに思っております。

（笑声）

○黒木委員 反論が間違いじゃないことがわか

りましたんで。

○外山委員 海の天気図の情報システム、これ

は、もちろん無償ですよね。漁協から何ぼかの

協賛費をもらうとかはないわけですか。

○兼田水産試験場長 当然、無料でございます。

○外山委員 当然。それで、これは、例えば県
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内漁業者には提供するんでしょうが、県外から

の依頼とかはないですか。鹿児島とか、県外の

漁業者からの。

○兼田水産試験場長 ここの図をごらんのとお

り、本県の沿岸域の基本的な情報でございます

ので、他県の方は利用のしようがないといった

情報でございます。そういったことですので、

本県漁業者が利用していただいているものでご

ざいます。

○外山委員 もう一点だけ。これは、非常にい

いシステムなもんですから、例えば、勝浦とか

四国とか、気仙沼とか、ほかの地区でもこういっ

たことを始める傾向があるんですか。先ほどの

マンゴーじゃないけれど、まねをすること。

○兼田水産試験場長 こうした技術開発につき

ましては、本来の水産の生物的な視点以外に、

海洋物理学的な切り口でのアプローチが必要で

ございますので、基本的には本県のみがリード

した形で、研究が進んでいる状況でございます

……失礼しました。長崎と高知が、着手はされ

ております。

○黒木委員 梅雨前線の豪雨についてですけれ

ども、これは、６月19日から21日による被害状

況というんですが、ほとんどこれは西臼杵です

けれども、この間に何ミリぐらいの雨が降った

んでしょうか。

それから、さっき環境森林部にも聞いたんで

すけれど、県南のほうもかなり降ったなと思う

んですけれど、県南にはほとんど被害が出てい

ないと。西臼杵中心に出てるというのは、さっ

き説明がありましたけれど、地震の影響もあっ

たのかなということで、どれぐらいの雨量があっ

て、これだけの被害が出るんでしょうか。

○甲斐農村整備課長 ６月19日から21日の雨に

つきましては、県内で一番降っておりますのが、

綾町が降っております。総雨量で374ミリ、日計

最大時間雨量でも137ミリ降っております。

あと、やはり西臼杵が降っておりまして、五ヶ

瀬町で総雨量が257ミリ、最大時間雨量で97.5ミ

リという大きな雨が降ってございます。

県南で降った雨につきましては、７月８日か

ら９日にかけて、県南のほうで大きな雨が降っ

ておりまして、それにつきましても被害が出て

おりまして、現在今、被害の調査中ということ

でございます。

○黒木委員 わかりました。県南に降ったほう

のは調査中ということですね。

きょう報告がありました被害の状況を見ます

と、西臼杵が中心ということで、世界農業遺産

に認定されたところでありますし、災害復旧に

取り組むと思うんですけれども、できる限り自

然に近い復旧をしていただくと、厳しいとは思

いますけれども、できましたらそういうふうな

対応もお願いしたいと思います。

○大久津農業経営支援課長 先ほどの大雨の７

月８から10日までの被害で、まだ速報ではござ

いますが、水稲で日南、串間で被害が出ており

ます。約22ヘクタールの稲の冠水と、土砂の流

入等で影響を受けているというのが主な要因で

ございまして、今、その被害状況とか詳細の精

査をしているところでございます。

○右松委員長 ほかにありますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○右松委員長 それでは、その他、何かありま

すでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○右松委員長 よろしいでしょうか。

それでは、以上をもって農政水産部を終了い

たします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。ありがと
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うございました。

暫時休憩いたします。

午前11時51分休憩

正午再開

○右松委員長 委員会を再開いたします。

その他、何かありますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○右松委員長 それでは、以上をもちまして、

本日の委員会を終わります。

正午閉会


